
連結欠損金の控除順序
（改正前）

審議事項（２）－３

（改正前）

X‐7年

連結親法人 連結子法人A 連結子法人B 連結子法人C

失効X 7年

X‐6年

X‐5年

X‐4年

1

2

3 連結納税制度移行時に失効年

X‐2年

X‐3年

X‐1年

4

5

6

X年

X+1年

7（調整前欠損金比で按分）

（当期：調整前連結所得計上）

連
結
納
税
制
度
へへ
移
行

①古い年度の連結欠損金から順に控除される。

③同じ年度の連結欠損金は、所定の比率で欠損
金を計上した各法人に按分される。
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連結欠損金の控除順序
（改正後）

審議事項（２）－３

（改正後）

X‐7年

連結親法人
連結子法人A

（特定連結子
法人）

連結子法人B

（特定連結子
法人）

連結子法人C

7年経過により失効X 7年

X‐6年

X‐5年

X‐4年

2

7年経過により失効

4

6

連結納
税制度
移行時

1（控除対象額等の比で按分）

3（控除対象額等の比で按分）

5（控除対象額等の比で按分）年

X‐2年

X‐3年

X‐1年

8

10

12

移行時
に失効7（控除対象額等の比で按分）

9（控除対象額等の比で按分）

11（控除対象額等の比で按分）

X年

X+1年

13（調整前欠損金比で按分）

（当期：調整前連結所得計上）

連
結
納
税
制
度
へ

特定連結欠損金
へ
移
行①古い年度の連結欠損金から順に控除される。

②同じ年度の連結欠損金は、特定連結欠損金か
ら控除される
③同じグループ（年度×特定or非特定）に属する

各ものは、所定の比率で欠損金を計上した各法人
に按分される。
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連結欠損金の控除順序
（改正後数値例）

審議事項（２）－３

（改正後数値例）

X‐7年

連結親法人
連結子法人A

（特定連結子
法人）

連結子法人B

（特定連結子
法人）

連結子法人C

7年経過により失効X 7年

X‐6年

X‐5年

X‐4年

700

7年経過により失効

500

300

連結納
税制度
移行時

200

150

300

300

500

500年

X‐2年

X‐3年

X‐1年

100

200

80

移行時
に失効250

100

80

250

100

90

連結 得

X年

X+1年

連
結
納
税
制
度
へ

20 4030

1,000 12700 500 300

10

連結所得2,500へ
移
行

繰越連結欠損金の合計額5,800
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連結欠損金の控除順序
（改正後数値例）

審議事項（２）－３

X‐7年

連結親法人
連結子法人A

（特定連結子
法人）

連結子法人B

（特定連結子
法人）

連結子法人C

X 7年

X‐6年

X‐5年

X‐4年

700

500

200

150

150

300

500 150

古
い
も
の
か
ら
順

100400

100 200年

X‐2年

X‐3年

X‐1年

100

200

80

250

100

80

250

100

90

順
に
控
除

X年

X+1年

20 4030 10

連結子法人Aの個別所得
が700のため

連結子法人Bの個別所得
が500のため
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グループ間の連結法人税の配分

審議事項（２）－３

親P 個別所得200 （税金費用150 45 30 15＝60）

子A所得150 子C所得50子B所得100

連結500
連結法人税

45 30 15

（一般的なケース）税率：30%

親P 個別所得200 （税金費用150‐45‐30‐15＝60） 連結法人税
150

親が
納付
150

（欠損法人がある場合）税率：30%

各子会社が、所得に見合う税金を親会社に払うことで各社
の負担の均衡が図られる。

親P 個別所得200 （税金費用90‐45+30‐15＝60）

子A所得150 子C所得50子B所得△100

連結300
連結法人税90

親が
納付

45 15
30

欠損会社は 他社の税金負担を軽減させた効果があるた 納付
90

子A所得150 子C所得50子B所得△100

45 15
30 10

（連結全体で欠損の場合）税率：30%

欠損会社は、他社の税金負担を軽減させた効果があるた
め、その効果に見合う税金相当額を受け取ることができる。

親P 個別所得△200（税金費用0‐45+20‐15＝△40）
連結△100
連結法人税ゼロ

納付
せず

30‐10

例えば子Aの所得が当期に将来減算一時差異が解消さ

れ、減算された後と考えた場合、連結全体の所得がゼロ
であっても、子Aの負担が45にとどまっているということ
で 回収されたものと見ることができる

5

本来ならば税率を考慮すれば、親会社△60、子B△30の（マイナスの）税金費用が発生するはずであ
るが、連結欠損金100に見合う法人税30をそれぞれ欠損のある両社で欠損金の比率に応じて配分す
るため、親20子B10が各社の個別帰属額として加算されている。
一方、これらの法人税に対応する欠損金は翌期以後損金算入できる可能性があるので、親、子Bそれ
ぞれ連結欠損金個別帰属額67、33が認識されることとになる。

で、回収されたものと見ることができる。
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グループ間の連結法人税の配分
（特定連結欠損金がある場合）

審議事項（２）－３

子

（特定連結欠損金がある場合）税率：30%

定 損 場

子A
特定連結欠損
金50控除後の

所得150
↓控除できな

いので控除前
の200

子C
所得50

子B
所得△100 控除前連結

所得△50（連
結所得がな
いので特定
連結欠損金

親P 個別所得△200
0‐60+25‐15＝△50（＝△60+10）

連結欠損金
を控除できな
い）

納付

60 15

30‐5

納付
せず

連結欠損金個別帰属額の配分
親：50×200/（200+100）＝33.33（見合う税金10）
子B：50×100/（200+100）＝16.66（見合う税金5）
子Aは、当期は欠損を計上していないので配分されない。

上記のとおり、子Aの特定連結欠損金は連結グループ内では損金に算入できな
いため、子Aの所得とも相殺できず、グループない他社からも回収できない。
→子A単独で回収可能な所得があっても、連結全体で回収できない場合はグ
ループ内他社からも回収できない。
子Aの特定連結欠損金は前期末から引き続き将来減算一時差異となっているが、
回収可能性については別途検討される。
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